
平成３０年度 第２回小田原市地域包括支援センター運営協議会 次第 

日時 平成３０年１１月１５日（木） 

午前１０時から正午まで 

場所 市役所３階 全員協議会室  

１ 開会 

２ 議題 

 (１)平成３０年度地域包括支援センター事業の取組状況について  資料１・２・３ 

 (２)地域包括支援センターの機能強化について    資料４ 

 (３)介護保険の実績について      資料５ 

 (４)その他 

３ 閉会 
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平成３０年度地域包括支援センター事業の取組みの概要（４月 ９月） 

１ 地域包括支援センターの運営体制と基盤的業務 

 成 果  
・地域包括ケア推進のため「地域ケア会議」を開催した。平成３０年９月末ま
でに「個別ケア会議」を２０回、「圏域ケア会議」を４回開催した。 

・平成３０年７月から「自立支援ケア会議」を試行実施し、平成３０年９月末
までに３回開催した。医師、歯科医師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、
看護師をアドバイザーに迎え、保健医療の視点を押さえ、高齢者の自立支援
及び生活の質の向上に資するケアマネジメントと、それに基づく介護サービ
スの提供を図るためケアプランを検討した。 

・高齢者やその家族に対し、福祉や介護の身近な相談窓口である地域包括支援
センター（以下、「センター」とする。）を周知するため、自治会連合会の協
力のもとセンターのリーフレットを自治会加入全世帯に配布した。また、  
ケーブルテレビやＦＭおだわらの放送、市役所や市立病院のモニター広告を
活用し一層の周知に努めた。 

・センター職員は、各種外部研修への参加等により、職員の資質向上、関係団
体とのネットワークの構築を図っている。 

 課 題  
・地域（自治会や民生委員）との係わりは増えてきているが、十分ではない。 
・介護予防プランの作成件数が多く、研修や地域の会合に出席する時間が十分
に持てなかった。 

・ケースの動きが早く、個別ケア会議や認知症初期集中支援事業につなげられ
なかったものがあった。 

２ 総合相談支援事業 

 成 果 
・地域で開催されるサロン活動や介護予防教室等への参加や地域の関係団体と
合同の見守り活動に参加するなど、支援を要する高齢者の把握に努めた。 

・民生委員からの連携はスムーズになっており、多くの相談が寄せられるよう
になっている。さまざまな相談に対応するとともに、必要に応じて関係機関

資料１ 
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とも連携を図り、継続支援を行っている。 
・法律専門職の方々とのネットワークが作られてきており、個別ケア会議への
参加依頼や、日頃から成年後見制度に関する相談などができている。 

 課 題  
・相談件数の増加や新規事業の開始により、既存のケースの実態把握が難しく
なってきている。 

・制度の狭間にいる相談者への対応や金銭管理の対応を求めるケース、対応範
囲を超えた相談が増えており、対応に苦慮している。 

・担当する圏域に自治会連合会が複数あることから、それぞれの地区との関係
性を深めることは、業務への負担増となっている。 

３ 権利擁護事業 

 成 果 
・社会福祉士部会事業において、司法書士、行政書士、小田原市社会福祉協議
会と事例検討会を実施した。司法書士などの専門職との連携も図りやすく
なっており、各機関への相談だけでなく、地域ケア会議などへ出席するケー
スも出てきており、法律的な視点を押さえたケース支援へとつながっている。 

・高齢者虐待事例については、迅速な対応に努め、速やかに市と対応を検討し
関係機関と連携して、課題の解決に努めている。 

・一人暮らしや経済的困窮などの問題が増える中、弁護士、司法書士、行政書
士とのつながりを強化し、迅速な対応を図っていく。 

・消費者被害や詐欺を未然に防ぐことができた。 
・成年後見制度や消費者被害などについて、地域のサロン等を活用して啓発活
動を引き続き進めていく。 

 課 題  
・家族が支援を拒否するケース、保証人を立てることが難しいケースなど、対
応に苦慮するケースが増えてきている。 

・成年後見制度についての理解が不足していたと痛感するケースもあった。今
後は、法律の専門職や市、他のセンターと相談しながら対応を進めていく。 

・高齢者虐待については、家族への対応など不慣れな点があった。今後経験を
重ねスムーズに対応できるようにする。 
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４ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

 成 果 
・主任介護支援専門員部会事業において、高齢者の自立支援に資するプラン作
成ができるよう介護予防プラン作成マニュアルを修正した。今後は、本マニュ
アルを活用し、居宅介護支援事業所のケアマネジャーを対象とした研修会を
予定している。 

・退院時など在宅生活への移行に支障がでないよう、ケース会議を開催するな
どして、関係機関との必要な調整を行ない、退院時のカンファレンスに参加
している。 

・医療機関とは、日頃の同行受診時に主治医から聞き取りを行うなど、意識し
て連携することができた。 

・定期的に地域の活動に参加し、地域資源の開発や地域課題の情報を収集した。 
・多様化、複雑化する相談に対し、市社会福祉協議会の福祉まるごと相談との
連携を深め、関係構築の基盤づくりに努めた。 

 課 題  
・困難事例に関し、ケアマネ支援を行うために個別ケア会議の提案を行うが、
地域ケアマネジャー自身が消極的で、会議開催に至らないケースがある。個
別ケア会議のあり方について、居宅介護支援事業所に周知が必要であると感
じている。 

・要支援認定から要介護認定になった際の居宅介護支援事業所の受け入れや困
難事例の受け入れなどが容易ではなく、センターが抱える問題として困難さ
を感じている。 

・地域活動の収集した情報を整理することができていない。関係機関を含めた
連携体制の構築には課題も多い。 

・地域との関係づくりの途上にあり、地域の社会資源について十分に把握でき
ていないセンターもあった。 

５ 介護予防ケアマネジメント事業 

 成 果 
・保健師・看護師部会事業において、障がい福祉サービスから介護保険サービ
スへの移行を円滑に図るため、障がい福祉制度に係る勉強会を開催した。今
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後は、関係機関を交え、事例検討会を通じて、連携支援が円滑に行えるよう
にしていく。 

・介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントについ
ては、総合事業利用者への適切な説明、適切なサービスにつなげるためのア
セスメントとケアプラン作成に努めている。 

・短期集中型サービスの参加者から自主グループの立ち上げを希望する声が
あったため、センターと市が立ち上げ支援を行った。 

・介護保険サービスだけでなく、サロン活動等の活用やセルフケアにも重点を
置き、自立支援を意識したケアマネジメントを行った。 

 課 題  
・短期集中型サービスを利用した方等を基準緩和型サービスや住民主体型サー
ビスにつなげようと勧めているが、国基準型サービスを望む声が多く、基準
型サービス等につながりづらい。 

・介護予防・日常生活支援総合事業について提案をしているが、住民主体型サー
ビスには登録しているものの職員不足により稼働していない事業所が多く利
用に結び付いていない。 

・病状が安定しており介護予防・日常生活支援事業の対象者としたが、その後
病状が悪化し、介護保険申請を行ったものが数名いた。対象者の状況把握と
今後の予測を適切に見極めていくスキルが必要と思われる。 

・障害サービスから介護保険へ移行するに際し、トラブルとなっているケース
がある。 
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７ 各職種別部会事業に係る取組み状況等 

（１）保健師・看護師部会 

①部会の開催状況 

 ・開催回数 ６回 

 ・検討事項 障がい福祉サービスとの連携について 
②部会事業の取組状況 
部会名  保健師・看護師部会 

事業名  「障がい福祉サービスとの円滑な連携について考えよう」 

事業期間  平成３０年度 

事業目的 障がい福祉サービスから介護保険サービスへの移行を円滑に図る

ため、センターの職員は障がい福祉サービスの関係者と制度の理解

と情報共有、関係作りを行なう。 

[成果指標] 

障がい福祉制度についての勉強会・事例検討会を開催後、センター

職員及び障がい福祉サービスの関係者を対象にして、アンケートを

実施する。 

・障がい福祉制度の理解が深まったと回答したセンター職員の割合 

  ６０％ 

・センター職員と障がい福祉サービスの関係者との連携が深まった

（取りやすくなった）と回答した職員の割合  ６０％ 

事業内容 １ 平成３０年度前半期で、センター職員を対象とした障がい福祉

制度についての勉強会を開催する。 

２ 部会内で、障がい福祉サービスから介護保険サービスに移行し

た事例を共有し、現状を把握し課題を抽出する。 

３ 後半期に、障がい福祉サービスの関係者との事例検討会を開催

する。 

[活動指標] 

・障がい福祉制度についての勉強会：年１回 

・事例検討会：年１回 

取組の概要 [障がい福祉制度についての勉強会の実施] 

日時：平成３０年７月１０日（火）１３時３０分～１５時３０分 

場所：生涯学習センター けやき 第２会議室 

内容：講義 

・障がい福祉制度について（障がい福祉課 上田氏） 

・計画相談員としての実践について（小田原市障害者サポートセン

ター 毛利氏） 

参加者：地域包括支援センター職員 ３４名   その他 ４名 
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取組の成果 [成果指標の達成状況] 

アンケート結果（回答者３８人） 

勉強会後のアンケート 参加者３８人（地域包括支援センター職員

３４人・その他４人） 

Ｑ１ 「障がい福祉制度の知識が深まりましたか」 

深まった ３６人（９４％） 深まらなかった １人（３％） 

回答なし １人（３％） 

Ｑ２ 「研修内容は業務に活かせる内容でしたか」 

活かせる ３４人（８９％） どちらでもない ４人（１１％） 

活かせない０人 

[アンケートの主な自由記載内容] 

①障がい、介護保険の比較がわかりやすかった。 

②対象者の方の声や訴えを話していただいたことで実情が理解でき

た。 

③今後も障がいからの移行ケースは多くなってくると思うので相談

できる方やネットワークの確認が行なえた。 

④もっと詳しく理解を深める必要性を感じた。 

⑤生活のほとんどを障がいサービスで支えている状態でも介護保険

で計画を立てねばならず、よく理解していないままで戸惑ってい

る。 

⑥精神障がいがある男性が介護保険に移行したケースでヘルパー

サービスがとても多く入っていて要支援１の範囲でおさまるよう

に調整することが大変でした。 

⑦介護保険でもある事だがサービス提供者に対してのクレームが多

く提供できる人材がないと事業所から言われている。 

⑧総合支援法で給付の制限がプラン次第になっているので上限なく

訴える人がいる。 

[活動指標の実績] 

・障がい福祉制度についての勉強会：１回 

課題等 ・障がい福祉サービスの利用者は６５歳を過ぎると介護保険サービ

スが優先となる。制度の切り替えにより、ケース担当職員は障が

い福祉制度の理解や障がい福祉サービスの関係者との情報共有と

連携が必要となる。前半期は、地域包括支援センター職員を対象

に障がい福祉制度についての勉強会を開催。アンケート結果は「障

がい福祉制度の知識が深まった」との回答が９４％、「業務に活か

せる」との回答が８９％であり、成果目標指標が達成できた。 

・後半期は、障がい福祉サービス関係者をアドバイザーに迎え、障

がい福祉サービスから介護保険サービスへ移行するケースについ

て、地域包括支援センター職員を対象に事例検討会を開催予定。

障がい福祉制度の知識を深め、それぞれの役割を確認し、連携支

援が円滑に行えるようにしていく。 
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（２）社会福祉士部会 

  ①部会の開催状況 

 ・開催回数 ６回 

 ・検討事項 事例検討会について 
②部会事業の取組状況 
部会名  社会福祉士部会 

事業名  権利擁護業務における法律専門職との連携 

事業期間  平成３０年度 

事業目的 専門職（神奈川県弁護士会・リーガルサポートかながわ・かなさ

ぽ・ぱあとなあ神奈川・小田原市社会福祉協議会）と連携を図るこ

とで業務の円滑化を促進する。 

[成果指標] 

①法律専門職への相談件数             ３６件 

②専門職が参加するケース会議・地域ケア会議の件数 １８件 

③部会内での困難ケース相談件数           ４件 

事業内容  神奈川県弁護士会（県西支部）、リーガルサポートかながわ（小田

原地区）、かなさぽ（小田原西地区）とは法律専門職の立場から、ぱ

あとなあ神奈川（西湘支部）小田原市社会福祉協議会とは高齢者に

限らない専門分野（障害・児童・地域・生活困窮）からの視点でケー

ス会議や地域ケア会議に参加を要請できるような関係づくりと、多

問題家族の個別相談の関係性構築の為事例検討会を今年度も行う。

各地区地域包括支援センターの他職種にも事例検討会への参加を呼

びかけ、職種を超えて相互の連携の強化を図る。 

 事例検討会はグループワーク形式を継続し、事例の内容も各専門

職に合わせたものを選定する。 

[活動指標] 

事例検討会 年２回 

（リーガルサポートかながわ・かなさぽ・小田原市社会福祉協議会 

合同）１回 

（神奈川県弁護士会・ぱあとなあ神奈川・小田原市社会福祉協議会 

合同）１回 

取組の概要 事例検討会の実施（平成３０年９月末現在） 

 第１回 平成３０年８月２３日（木）実施 

     小田原市民交流センターUMECO 第１・２会議室 

     リーガルサポートかながわ・かなさぽ・小田原市社会福

祉協議会との事例検討会 

 第２回 平成３０年１１月２７日（火）実施予定 

     小田原市民交流センターUMECO 第１・２会議室 

     神奈川県弁護士会・ぱあとなあ神奈川・小田原市社会福

祉協議会との事例検討会 

取組の成果 [成果指標の達成状況] 

①法律専門職への相談件数            １８件 

  うち、行政書士への相談件数          ９件 
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     司法書士への相談件数          ６件 

     弁護士への相談件数           ３件 

②専門職が参加するケース会議・地域ケア会議の件数  １０件 

③部会内のケース検討               １件 

[活動指標の実績] 

事例検討会：１回 

・権利擁護に関しての相談が増加しており、神奈川県弁護士会、リー

ガルサポートかながわ、かなさぽ及び小田原市社会福祉協議会と

の連携を図る機会が多くなっている。 

・ケース会議や地域ケア会議への法律専門職の参加も増えて、今ま

で以上に連携が取り易くなっている。 

課題等 ・事例検討会を通じて、リーガルサポートかながわ、かなさぽとの

関係づくりを図ることができた。下期では、神奈川県弁護士会、

ぱあとなあ神奈川と事例検討会を開催し、関係づくりを進めていく。

・また、法律の専門職との関係を生かし、法律的な知識などを必要

とする困難事例への対応や地域ケア会議への参加など、一層の連

携強化が課題となっている。 

（３）主任介護支援専門員部会 

①部会の開催状況 

 ・開催回数 ６回

 ・検討事項 介護予防プラン作成マニュアルの改訂について 
②部会事業の取組状況 
部会名  主任介護支援専門員部会 

事業名  ケアマネジメント支援事業 

事業期間  平成３０年度 

事業目的 ・ケアマネジャーの介護予防プラン作成の実践に沿った指標として、

介護予防プラン作成マニュアルの見直しを行い、ケアマネジャー

が高齢者一人ひとりの自立を支援するという基本理念に基づき、

介護予防プランの作成を行う事ができる。 

・一市三町地域包括支援センターとケアネットＯＨＭＹとの連携に

より、ケアマネジャーへの研修参加の呼びかけを行う事で、研修

参加者の増員と資質向上が行える。 

<成果指標> 

・介護予防プラン作成マニュアルを完成させ、ケアマネジャーへの

効果的な伝達の方法を確定する。 

・ケアネットＯＨＭＹと研修会を共催する。 6 回 

事業内容 ・介護予防プラン作成マニュアルの見直しを行い、現在の状況に沿っ

た改訂版マニュアルを作成する。ケアマネジャーへマニュアルの

使用方法と共に、自立支援に資するケアプラン作成について効果

的な伝達方法を検討する。 
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・ケアネットＯＨＭＹが開催する研修を共催する事で参加者が増加

し、ケアマネジャーの資質向上が図れる。 

<活動指標> 

・介護予防プラン作成マニュアルを改訂する。 

・ケアマネジャーへマニュアルの使用方法を、伝達する手段を確定

する。 

・ケアネットＯＨＭＹと共催して行う研修の検討会を行う。 2 回 

取組の概要 ・介護予防プラン作成マニュアルの改訂 

介護予防プラン作成マニュアルの見直し作業については、主任介

護支援専門員部会内で作業班を４つに分けて修正後、集約し、全

地域包括支援センターの多職種でも内容を確認した。 

５～７月の部会にて各作業班で改訂案を作成した。 

８月の部会にて各作業班の改訂案を持ち寄り、部会全体で修正を

行った。 

９月の部会までの間で全地域包括支援センターの多職種で内容を

確認し、意見聴取を行った。 

９月部会にて全地域包括支援センター多職種の意見等を踏まえ、

改訂を行った。 

・その他 

居宅介護支援事業所のケアマネジャーが地域包括支援センターか

らの介護予防プランの再委託を受ける場合の業務負担の軽減及び

再委託の件数の増加を図れるよう、介護予防サービス計画の様式

について検討も行った。 

取組の成果 [成果指標の達成状況]（平成３０年９月末現在） 

・介護予防プラン作成マニュアルの改訂は、１０月に完成にさせ、

平成３１年１月頃に発行し、居宅介護支援事業所の介護支援専門

員を対象とした説明会を予定している。 

・ケアネットＯＨＭＹとの共催研修は、課題整理総括表についての

研修の実施を１１月に予定している。 

[活動指標の実績] 

・介護予防プラン作成マニュアルの改訂については、１０月の完成

に向けて検討している。 

・ケアネットＯＨＭＹと共催して行う研修の検討会については、  

１１月、平成３１年３月の２回を予定している。 

課題等 ・介護予防プラン作成マニュアル改訂を通じた地域包括支援セン

ターの多職種の意見聴取についての検討及び、説明会において居

宅介護支援事業所の介護支援専門員との意見交換等を含めた内容

の工夫や随時の改訂などの必要がある。 

・ケアネットＯＨＭＹとの連携について平成２９年３月に検討会を

実施した以来検討をしていない。研修共催を実施するにあたり検

討会以外にも連携が必要である。 

・今後は、再委託受託に関するアンケートの実施や再委託受託件数

の推移調査などを行い、介護予防プラン作成マニュアルの改訂、

介護予防サービス計画の様式についての効果検証も視野に入れて

活動していきたい。 




























































